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論文内容の要旨 

論文題目  
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(持続的な森林管理のための政策 

－日本とスイスにおける革新的な政策過程の比較分析－) 
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 本論文は、日本とスイスの両国における持続的な森林管理の促進を目的とした政策過程

を比較検討するものである。特に、利害関係者を森林管理へ再び関与させるために、柔軟

性と効率性の向上が期待できる政策手段や新たな戦略がどのようなものであるかを探ろう

というものである。本論文では、森林の重要な公益的機能を維持促進するという共通目的

のもと、両国における革新的な森林政策の形成、手段の選択、および実施過程を分析する。 

 森林は世界中至るところで社会的に重要な機能を果たしている。日本もスイスも山林が

国土面積の多くを占めているが、山地に住む人々にとって、山林は自然災害に見舞われや

すいにもかかわらず生活に欠かせない重要なものでる。地滑り、土石流、雪崩といった災

害によって、日本の山岳地帯・急傾斜地帯およびスイス アルプス地方で多くの命が失われ、

また多大なインフラストラクチャの破壊が引き起こされてきた。そのため、これらの地域

において継続的利便性を確保しつつ、増加する森林伐採による災害を防止するための最初

の規制が実施されたのは当然である。しかしながら、近代林業か誕生し普及する反面、森

林の様々な公益的機能は忘れられたり、当たり前のものとされ、長い間注目されることが

なかった。 

 今日の木材産業と林業分野においては両国共、不況の様相を呈しており、造林活動の二

次的効果として公益的機能の充足は期待できないことが明らかになってきた。多くの森林

所有者が自らの森林管理を放棄する一方で、森林の供する様々な利点や貴重な自然資源を

保全する必要性について多くの人々が徐々に自覚するようになってきている。結果として、

林業における政策の決定機関および行政機関にとって、持続的な森林管理を目指し、新た

な森林政策の策定と実施は最重要事項となった。主要な利害関係者、主に森林所有者と地

域住民を森林管理に巻き込む戦略は、日本でもスイスでも計画され試行されている。 

 本論文における調査および論述が示すように、日本およびスイスは森林および林業に関

して類似する問題を抱えている。最初に、木材価格がここ数十年において下落しているた
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め、木材生産機能の維持が両国の主だった課題となっている点が挙げられる。木材売上げ

による収益より整備・伐採費用の方が確実に大きくなっている。高い労働賃金に加えて、

木材価格の低迷は林業からの収入を大きく減少させた。このため、両国の小規模森林所有

者は、これ以上森林管理を行う利点がないと判断した。さらに、地形的にも森林の維持管

理が困難であるという事情もあった。結果として、日本とスイスにおいては、多くの小規

模森林所有者が自己の所有する森林の管理を放棄し、整備・伐採といった作業を怠るか、

全く止めてしまうという事態を招いた。とりわけ日本では不在所有者の多さが、悪化する

森林管理状況を示す指標ともなっている。その上、日本における木材の自給率の低さが、

林業分野の危機的状況を表している。今日、日本で消費される木材のうち、国産材はわす

か 18 パーセントに過ぎず、輸入材が木材市場において国産材を凌駕している。他方、スイ

スにおいては自給率は 64 パーセントと比較的高いが、輸入材との競争の激化が林業分野に

おける構造改革の必要性をもたらしている。 

 森林および林業が直面している問題に対して、日本とスイスの両国における森林政策は、

持続可能な森林管理を目的とした新しいアプローチを求めている。このように、制度改革

の芽生えは、両国の各地方レベルで顕著であり、既存の枠組みが見直され、新たに形成さ

れた政策や管理方法に再編成されている。新たな政策過程や利害関係者の関与に焦点を当

てた場合、本論文の主要な目的は以下の 5 点である： 

１．日本とスイスにおける政治的かつ法律的フレームワーク、森林政策の一般的な傾向、

および主だった利害関係者の明確化 

２．森林政策への恒常的かつ活発な利害関係者の関与を目的とした、革新的な考えを作り

出し認識する今日の政策過程の分析 

３．両国の地域政策と国家政策の分析･比較による結論の導出 

４．森林所有者の参画と地域住民の参加の双方に対して、魅力的かつ効率的なインセンテ

ィブを与えるような政策過程が、持続可能な森林管理アプローチの大前提であるとい

う仮説の検証 

５．必要であれば、他地域において成功している、革新的な政策の応用可能性と、両国の

政策上の互換性の検証 

 本論文では、国際的な比較の手法を用いる。即ち、日本とスイスの両国における森林政

策と森林管理方法を対比させ、生産的な政策過程の比較分析を行う。実験的なアプローチ

が有効でない領域では、比較という方法は、二つ以上の状況における類似点および相違点

を明らかにする理論的アプローチとして効果的である。両国の比較によって、それぞれの

国における事例の特異性を際立たせることができる。また、両国の類似性を明らかにする

ことで、問題の因果関係を明らかにし、小さな相違点に気付くことを容易にする。 
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 日本とスイスにおける調査は、それぞれの地域および国家レベルにおいてなされた資料

精査と聞き取り調査による。日本においては諸条件を考慮して長野県、高知県、愛媛県、

広島県に、スイスにおいては日本との比較が可能な Schwyz、Luzern、Bern Cantons に焦

点をあてた。このような実験的ベースをより補強するために、個人の森林所有者を対象に 3

回のアンケート調査を行い、彼らの森林管理への関わりや意見について調査した。日本に

おける調査地域として、広島県太田川と長野県戸隠村および鬼無里村を選んだ。対象者そ

れぞれに 1000 セット、866 セットおよび 839 セットの質問票を配布し、回収率はそれぞれ

46.4%、74.4%、および 62.6%であった。その調査結果を、スイス連邦工科大学（以下 ETH）

によってなされたスイス国内を対象とした調査結果と比較した。この調査結果は正式には

公表されていないが、ETH は学術上の使用を目的に限定して調査結果の一部を提供協力し

てくれた。 

 

 積年の努力にもかかわらず多くの問題を残しているが、それは私有林管理に関しての従

来的な政策形成に限られるものではない。日本とスイスの事例によって明らかになったの

は、林家への従来型の補助金制度が、林業に従事する森林所有者に必要なインセンティブ

を与えられない、ということである。つまり、林業はそのような補助金を受けても、不利

な地理的条件と小規模所有形態からくるビジネスとしての不採算性を克服することはでき

ないと考えられる。この二つの障害は、両国において共通の典型的な森林所有形態の特徴

である。近年、悪化の傾向にある林業に対する両国の為政者の反応は時期的にも類似して

いることも興味深いところである。以上の観点から 10 事例の森林管理政策を分析した。 

 私有林管理について行政は 3 つの基本方針をもってあたることができる。すなわち第一

に、これまで自分で、または共同で森林管理を行ってきた所有者のための新しい政策を立

てる。第二に、行政・公的組織が直接森林管理を行う。第三に、能力と意欲のある森林管

理団体・組合・業者・ボランティアグループに管理を任せるためのあっせんをする。以上

の 3 つの基本方針は、日本とスイスによってその力点の置かれ方が異なるため、政策過程

においてもそれぞれ差異が見受けられる。 

第一点については、従来の政策は補助金を通して産業としての林業の確立を目指してき

たが、補助金は管理問題の解決策の決定打とはいえず、あくまで補助的手段に留まる、と

考えられる。たとえば、従来の補助金制度は、日本において森林所有者が年々その所持森

林を放棄し、遠隔の都市部へ移住している状況を解決できなかった。他方、スイスにおい

ては、森林所有者の活動意欲が依然として強く、林業は補助制度の対象であり、1990 年代

にはその額が倍増して莫大な額に達した。そこで、補助金の支払いに関して従来一律に支

払われていたものを試験的に改め、作業項目に支払われる額と作業の出来、不出来による
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報償制度の二本立てとした（試験期間：1998～2003）。 

第二点に関し、日本の場合は高知県の環境税による混交林化や愛媛県の放置森林管理シ

ステム等が行政の直接管理措置として挙げられる。 

第三点に関しては、森林所有者は森林を適切に管理する責務を負い、長野県ではやむな

く森林管理を放棄する場合は何らかの形で管理を委託することが望ましいとした。たとえ

ば、森林ボランティアも含め意欲のある人々へ森林管理の門戸を開く政策を採った。 

 

 以上から、森林政策が、従来型の政策アプローチから、国・地方政府で形成される持続

可能な森林管理のための革新的な戦略アプローチへ移っていることが確認された。このよ

うな地方政府や市町村コミュニティーが認識する地域の特徴に配慮したマクロレベルの政

策は、経済的にも環境的にもうまくゆくことが証明されている。 

 しかしながら、包括的な方針の形成と実施は地方レベルの政治および行政団体にとって

重い負荷を意味し、限られた林業分野の予算を考慮すると、その負担はより大きなものと

なる。そこで求められるのは、政府機関が、特に日本において、地方分権化を推進し、そ

れによってある程度の予算と人員を確保できることを前提として、地方政府に新しい森林

政策アプローチを試みさせることである。加えて、中央行政機関は、包括的かつ一貫した

ガイドラインを作成し、森林所有者やボランティアグループの関与を確保し政策に反映さ

せるべきである。これは、望ましい持続的な森林管理に向けた重要な一歩となると考えら

れる。従って、適切な森林政策の実施によって、森林管理の根本的な改善を導き出すこと

が可能であり、その政策とは、森林所有者や地域住民といった重要な利害関係者にとって

効率的かつ効果的なインセンティブを付与するものである、ということである。 

 本論文においては政策の成功・不成功については時期的な意味からも評価を加えなかっ

た。しかし、政策の固定化・制度化についての予測を試みた。過半数の政策は固定化の確

立が高い。但し、ある条件の達成（関係者の組織強化や広報活動等による）によって、そ

れ以上の成果も期待できる。更に、大きいのは人的資源の開発で、これを手にいれるなら、

成果の大きさは、飛躍的に増すであろう。 

  

展望を次のようにまとめることができる。政策の互換性については政策そのものを移行

することよりは、小さくても具体的なアイディアをコピーし合う方が容易である。特に国

際間では国の組織の違いから適合し難いのは当然である。しかし、硬直した現状を打破す

るためには機構の違いを時には無視してでも、又は機構自体を変えてでも取り組む勇気が

必要な時もあるのではないだろうか。この意味で、スイスと日本は互いの経験を生かして

利益を共有できると考えられる。 


